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［議案第9号、第20号、第21号］
平成30年度王重県一般会計画特別会計予算について

平成30年度当初予算会計別回事業別一覧表（県土整備部）

1会計別総括表 （単位：千円）

平成29年度 平成30年度
対前年度比区 分 第 1号補正後予算 当初予算

B/A 
A B 

般 三三E泳三 言十 70, 883, 684 7 4, 509, 554 105% 

港湾整備事業特別会計 165, 432 166,411 101% 

流域下 水 道 事 業 特 別 会 計 14, 712, 214 13, 980, 906 95% 

J口" 計 85, 761, 330 88, 656, 871 103% 

2事業別総括表 （単位：千円）

平成29年度 平成30年度
対前年度比区 分 第 l号補正後予算 当初予算

B/A 
A B 

一般会計 22, 871, 559 22,972,211 100% 
-----－・－－－－－－－－ーーーー『甲 同何匹陣内骨醐値 M峰M ・b a峰圃岨圃凶・b ・，d 』，ー・ d 回，ーー ーーーーーーーーー・ーーー・・・－－ －－ーーーー・ーーーー

国補公共事業 下水道特会 5, 880, 116 5, 029, 374 86% 
ー・ E 圃圃且圃且圃圃圃圃圃圃圃圃圃．副抽凶 国自凶圃噌与司ー司＂＂開同開 F 開閉開閉帽圃圃＂＂＂・・” 圃圃圃聞・．闘冒圃・・・＂＂圃圃圃圃冒圃圃圃圃且．且圃圃圃 ・・・・・・・・．．．．．．．

Z口入 言ト 28, 751, 675 28, 001, 585 97% 

直轄事 業 一般会計 13, 602, 414 13, 619, 989 100% 

一般会計 12, 067, 763 13, 397, 593 111% 
＂＂・－－－－－－－司回目ー帽－ --－開.. 』・・－－－－－－－－・－－ --------------ー・ーーーーーーーー・ーーーー司司司ーー閉開..働静制帽 M 回神喧喧 d M 暢 M 嶋匹骨担問明開

県単公共事業 下水道特会 154, 955 104 755 68% 
..白幽..副・凶副値..ーー，開聞帽圃聞 ---－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ E 邑． ..岨・且・ E ・・・・－ --－ーーーー司ー開胃開閉 E 開閉明 ・四・ E 圃帽開閉明 F 欄””ーー

メE色I、 計 12, 222, 718 13, 502, 348 110% 

災害復旧事業 一般会計 6 2.75 145 8, 200, 000 131% 

一般会計 16, 066, 803 16, 319, 761 102% 
------------------－ー問 再働時輸尚南幽..惨..圃ゅーー・．，・ーーーー－－－－－ ーーーーーー・ー・・・・－－ -------－・..・ーー問 耳目剛司ー・・・－－－－－－－

港 湾特会 165, 432 166 411 101% 
その他事業 －－－－－－－－・・ a 圃』 d ・.---－同ー 司司『W 開司同司帽圃．，聞．閉開園町置 E 圃圃園町圃圃圃圃 ...・・・・・・・・...民国岨凶』 M - - - －圃司司ー司開 伺開’ E 阿国ー司ー－ -----

下水道特会 8, 677, 143 8, 846, 777 102% 
ー司・時司『 a 問胡剛 H 四国－ --－－ーーー －－－－－－－－・...園田園圃 a 司『・..F 『司・偶同 咽”『『僻同＋・ a時鴨神神田・・・ーー・－－－－－－－－－－

ぷ口〉、 計一 24, 909, 378 25, 332, 949 102% 

一般会計 70, 883, 684 74, 509, 554 105児
－－－－－－－－－－－－司匹園開司岨... －－－－－－－－－－－司ー問問問”.噌司帥吋』..ーーーー ーーーーー由則前回帽，，..・跡榊

港 湾特会 165 432 166,411 101% 
f5 、 言十 ---－ーー同司圃』ー園田司『帽開園町園町 ・・・..・ M 岨単品凶ーー圃圃圃圃圃ー圃ー圃』ーー同同・ー M 国ー司』司旨圃圃 a 司ー司司腎帽曹関w ・・・・ a ・・・.. ・・..圃且圃冒圃－－ ----

下水道特会 14, 712, 214 13, 980, 906 95% 
同司胴.--－ーーー・・..・ー・・ーー・ E • a喝嶋崎岨鴨晶・..唱同同...・ m ，唱同』..・..・ E ー－ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーー『 園町 a 日－－－－－－－－－－－

メ口合、 85, 761, 330 88, 656, 871 103% 



3 主な事業別明細表 （単位千円）

平成29年度 平成 30年度
対前年度比

区 分 第 l号補正後予算 当初予算
B/A 

A B 

道 路 事 業 14, 514, 9 26 14, 166, 480 98% 
’‘噛四回ーーーー・－ --------------－－ーーー・ーーー司 E ’再開 局..崎榊.M ・M ・凶盛岡崎 M ---------------ーー司ーー・ a ・ー司 F 司..『開明静岡降仲酬噌..h 働凶恒酬 ．司『 a 司再開..問..ーーー問

河 川砂防事業 5, 156, 917 5, 278, 582 102% 
国 ーーー－－－－－－－－－－－－－－・・司...・...ーー司ーー，..怖””” 幽・..企』，..ーー・』．・・ーーーーーーーーー－－－－－－ －－－－－－－－－，峰崎凶怯・b ，骨晶悼』..ー－－－－－－凶曲直 』b • M 軸伊凶。関陣帽 4『阿司圃亭暢岡田

補
港湾海岸事業 l, 957, 100 l, 981, 580 101% 

ー－－－－－－－－ー『ーー－－－ー『開『・...『圃『『戸『『噂冊－ --－・ ーー．‘ーー－－－－－－－－－－－－－－ーーーー・ーーー． ーー『骨内同州防.幽．凶“ M ..，合圃咽ー－－－－－－－－－ー ー恒国』ー..・..醐 M H 幅削..

公 都市計画事業 l, 039, 603 l, 2 7 4, 121 123% 
－－－－－－－明再開司崎両司－－ --－開降帯閉開降..骨明＃帽輔副峠幽』働ー恒国圃 ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーーー...『 －ー・ M 骨骨 h，抽ーーー－ー－ー．』‘－－－－－－－ー－ -－－・ ー－ー－ ----－ー．．－ー．．

共 住 宅 事 業 203, 013 271, 448 134% 

事
小計（一般会計） 22, 871, 559 22,972,211 100% 

業
下水道事業（下水特会）＼ 5, 880, 116 5, 029, 37 4 86% 

11 、 言十 28, 751, 675 28 001 585 97% 

道 路 事 業 10, 483 000 10,917 333 104% 

直
・・・ E ・・・ a 幽且凶凶圃凶圃同国同“叫凶白同園田司ーーー同国司圃騎担問問開司 開開園闘圃冒・・・・・・－ ----E 圃圃圃圃冒圃且岨且圃副 凶園田・ A『ー同司同開胃帽間関帰聞困層開－－－－－－－－－－ E ・E ・・ E ・．．．．．帽・ E ・．

河 川砂防事業 2, 707, 341 2, 291, 206 85% 
轄 幽同回目司聞・・・・・・・・・・・・・ E ・・・－－－－－－・・・・・・・・・ ---.肱副..幽－ -.』圃同国同司由同開園F 剛司陣帽開明開園圃．・ ーー・・・・・・ M 幽圃岨圃岨幽岨岨幽同白幽圃司・ー問問開降胃開 司・・ F・4 ・4 肉坤岨圃岨幽白崎同自画

港 湾海岸事業 337, 514 339, 514 101% 
事 ..圃圃且・且 M M 凶凪幽』圃凶畠圃幽白国国自圃司崎幽凶品自凶田恒 a 耳慣問’－ -－四， ’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－－ -－凶姐 ー崎』‘噂崎..ーー－－－－－－－－－－－－・・・－－－－－－ ・・・・・・・・・・・・・・ E ・

業
公 国 事 業 7 4, 559 71, 936 96見

メ口ミ、 言十 13, 602 414 13, 619, 989 100% 

建 設 4, 255, 657 3, 952, 246 93% 
国－－－－－－－－ーーー・・・・ E 『F ・a ・ーー...・・『ー..『・， F 専問 輔帽』・ M 』伽幽』’ーー・・ E ・..・・ E ・－－－－－－－－－－ーー..晶園町峠凶帥－－－－－－－－－－－－－ーーーーーー

県 高佐 持 7, 346, 814 8, 952, 027 122% 

単
.曲直司開司町圃且且 E ・E ・E 圃圃圃圃園圃圃園町圃圃且冒圃圃且且岨且圃圃且且 ．．幽圃曲直圃a 晶.曲－ －－－”‘回開咽胃胃・・・・・・・ E 圃圃 圃圃且圃圃・・...M 凶悼白田岡町開帽司四回骨冒開園圃圃． ．圃咽，圃圃圃帽聞’周回，咽，胃

調 査 58, 030 81, 090 140% 
公 ー開『 a・..‘－ ---------------－・...E ・E ・－－ --E ・E －－－－－－－司 a 明司 F 閉伺..ゆ伊助”“出ー曲ーー－ ---－－－－－－－－ー回...問問調降伺骨剛岨圃値幅ー－－ --- ーー・ E E ・E 』“－ ---－・．

そ の 他 407, 262 412, 2.30 101% 
共

事
小計（一般会計） 12 067 763 13, 397, 593 111% 

業 建設（下水特会） 154, 955 104, 755 68% 

メE合3、 計 12, 222, 718 13, 502, 348 110% 

総 計 54, 576, 807 55, 123, 922 101% 
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県 土 整備部
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平成30年度当初予算のポイン卜

予算編成にあたっての基本的な考え方

「みえ県民力ビジョン・第二次行動計画」に基づき、自然災害からの被害を軽減させ

る「減災」の観点、地域経済の生産性向上や国内外からの集客・交流等を支える基盤整

備の観点から、必要な社会資本整備や維持管理等を進めます。

また、昨年 10月の台風21号などにより被災した公共土木施設の早期復旧に引き続

き取り組むとともに、九州北部豪雨でも特に中小河川において氾濫など甚大な被害が発

生したことから、再度災害等の防止に向けて河川堤防や砂防えん堤の整備、洪水時の水

位状況を監視する水位計の設置、河川堆積土砂の撤去を進めます。

さらに、近い将来発生が懸念される南海トラフ地震などの大規模地震・津波に備え、

河川管理施設や海岸堤防等の地震・津波対策を進めるとともに、他の様々な地震対策の

前提となる、いわば“入り口”に位置付けられる住宅耐震化のさらなる促進に取り組み

ます。

加えて、摩耗した区画線の引き直しなど住民ニーズの高い事業を適切に実施するとと

もに、道路等の公共土木施設を安全で快適に利用できるよう、法定点検などの維持管理

や点検により判明した修繕等に取り組みます。

そのほか、就業者の高齢化が顕著である建設業について、若年者の入職促進や入職後

の人材育成、労働環境の改善等の取組を支援します。

なお、厳しい県財政を受け、公共事業については、より一層の事業選択を行いました。

国補公共事業と直轄事業については、県財政に負担が少なく、住民ニーズの高い幹線

道路等の整備や公共土木施設の補強・補修などに活用できることから優先的に実施しま

す。

県単公共事業については、新設や改良などの建設費を直轄事業と合わせて実施する事

業等に圧縮することで、維持管理費を確保しました。また、紡草シートの敷設など計画

的な防車対策による除草笛所の削減など、維持管理費の節減にも取り組みます。

主な重点項目

( 1 ）激甚化、頻発化する豪雨・台風への対応

0住民避難に資する対策

圃（新）危機管理型水位計の設置（ p 7参照）

予算額 5 0' 0 0 0千円

洪水時の避難判断の目安となる水位状況を監視するため、過去10年に浸水被害が生じ

た箇所等に新たに水位計を設霞します。
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－洪水浸水想定区域図の作成（ p 7参照）

予算額 1 0 0 ' 0 0 0千円

洪水時に円滑かつ迅速に避難できるよう、洪水浸水想定限域図を作成し、市町に提供

することにより洪水ハザードマップ作成を支援します。

－（新）高潮浸水想定区域図の作成（ p 7参照）

予算額 3 4 ' 1 0 0千円

大型台風接近時に円滑かつ迅速に避難できるよう、高潮浸水想定区域図を作成し、市

町に提供することにより高潮ハザードマップ作成を支援します。

－土砂災害警戒区域指定のための基礎調査（ p 7参照）

予算額 669, 00 0千円

土砂災害により危害を受けるおそれのある箇所を周知し、いち早く避難してもらえ

るよう、基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域の指定を推進します。

0施設整備の推進

・河川改修事業（ p 7参照）

予算額 2, 252, 407千円

洪水被害を軽減するため、 ）I ［幅を拡げるための堤防整備や治水上支障となっている

橋梁の改築、ダム建設等を進めます。

－土砂災害防止施設整備事業（ p 7参照）

予算額 2, 4 1 9, 6 3 4千円

土石流等による災害から生命や財産を守るため、砂妨えん堤や擁壁等の土砂災害防止

施設を整備します。

0河川i堆積土砂の撤去（ p 7参照）

予算額 685, 849千円

河川の流下能力を回復するため、堆積土砂の撤去および河川内の雑木の伐採を行いま

す。堆積土砂の撤去および雑木の伐採にあたっては、撤去箇所の優先度を関係市町と検

討しながら実施します。

( 2 ）迫りくる大規模地震・津波への対応

①河川管理施設、海岸堤防等の整備推進

O河川管理施設の地震対策 Lp B参照）

予算額 6 8 1 , 368千円

河口部の大型水門、河川堤防、ダムのゲートについて、地震対策を進めます。
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0海岸堤防の地震・津波対策（ p 8参照）

予算額 2, 029, 30 0千円

海岸堤防の地震対策や、津波が堤防を越流した場合においても直ちに堤防を崩壊させ

ないための海岸堤防強靭化対策を進めます。

0港湾施設の地震・老朽化対策（ p 8参照）

予算額 363, 269千円

緊急輸送道路の機能を確保するため、臨港道路橋梁の地震対策を進めます。また、利

用者の安全性や港湾の機能を確保するため、老朽化対策を進めます。

②建築物の耐震化の促進

O待ったなし！耐震化プロジェク卜（ p 9参照）

予算額 98, 726千円

地震に対する住まいやまちの安全性を高めるため、木造住宅の耐震診断、補強設計、

耐震改修および除却への支援を行います。なお、補強設計と耐震改修を一括して申請・

補効する国の新制度にも対応します。

0建築物耐震対策促進事業（ p 9参照）

予算額 52, 567千円

地震に対する建築物やまちの安全性を高めるため、耐震診断が義務化された建築物

の耐震診断や耐震改修等の耐震化事業に対する支援を行います。

( 3 ）安全・安心や地域の成長を支える道路網の整備

①高規格幹線道路および直轄直道の整備促進（ p 10参照）

予算額 11, 089, 563千円

地域の経済活動を支え生産性向上に寄与する新名神高速道路の県内区間全線ミ東海環

状自動車道の東員 IC～大安 Ic （仮称）間等の平成30年度供用開始に向けて整備を促

進します。

また、地域の安全・安心を支える熊野尾鷲道路（II期）や新宮紀宝道路などの整備を

促進します。

【主な路線】

新名神高速道路、東海環状自動車道、国道 1号北勢バイパス、国道23号中勢バイパス、

国道42号松阪多気バイパス、国道1号桑名東部拡幅（伊勢大橋架替）、鈴鹿四日市道路、

熊野尾鷲道路（ II期）、熊野道路、新宮紀宝道路等

［うち平成30年度供用予定1
新名神高速道路の県内区間全線、東海環状自動車道（東員 IC～大安 Ic （仮称）問）、
国道23号中勢バイパス（鈴鹿市から津市までの2.9 km) 
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②県管理道路の整備推進（ p 11参照）

予算額 14, 512, 139千円

高規格幹線道路等へのアクセス道路やバイパスの整備など、県民の安全・安心を支え

るとともに、成長力を強化し、豊かで活力ある地域づくりを支える県管理道路の整備を

推進します。

【主な路線】

国道477号四日市湯の山道路、国道167号磯部バイパス、国道166号沼引バイパス、

国道169-i号土場バイパス、国道306号伊船バイパス、国道368号伊賀名張拡幅、

県道エF津菰野線、県道四日市関線、県道湯の山視泉線湯の山かもしか大橋、

県道信楽上野線新服部橋等

［うち平成30年度供用予定】

国道477号四日市湯の山道路、国道166号周引バイパス、国道306号伊船バイパス、

県道平津菰野線、県道四日市関線、県道湯の山温泉線湯の山かもしか大橋等

③適切な道路の維持管理

予算額 8, 1 3 2, 7 1 3千円

摩耗した区画線の引き直しなど住民ニーズの高い維持管理を適切に実施するとともに、

道路施設を安全で快適に利用できるよう修繕・更新等に取り組みます。

( 4）建設業を支える人材の確保・育成対策の支援

0建設業への入織促進（ p 12参照）

－（新）建設業理解促進事業

予算額 1 ' 0 0 0千円

＜事業実施期間平成30年度＞

普通科高校生等とその保護者、教員に対して、建設業への理解を促進し、建設業を就

職先として選択してもらえるよう、建設業に関する出前授業や現場見学会、インターン

シップを建設業界とともに行います。

0技術者・技能者の人材育成（ p 12参照）

．建設業人材定着事業

予算額 ふ 18 7千円

建設業へ入職した若年者等がやりがいを持っていきいきと働けるよう、建設現場で

活用できる資格の取得や技能講習の受講を支援します。

3 事業の見誼し

事業本数 事業費

廃止 3本 ム23,608千円

りフォーム 1本 ム19千円

休止 3本 ム60,537千円

合計 7本 ム84,164千円
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平成30年度当初予算主要事業

県土整備部

政策名、施策名及び事業の内容

《政策名．防災・減災》

（施策名． 012）防災・減災対策を進める体制づくり）

1 建築物耐震対策促進事業

52, 567千円

[ 01205) 安全な建築物の確保］

（第8款土木費第1項土木管理費 3建築指導費）

大規模建築物等の耐震改修、避難路沿道建築物の耐震診断や耐震改修等に

対する支援を行います。

担当課・

電話番号

建築開発課

2 待ったなし！耐震化プロジェクト ｜住宅政策課

98, 726千円

[ 111205) 安全な建築物の確保］

（第8款土木費第6項住宅費 1住宅管理費）

戸別訪問による住宅耐震化の普及啓発を実施するとともに、木造住宅の耐

震診断、耐震改修、除却等を支援します。

3 緊急輪送道路機能確保事業 ！道路管理課

4, 391, 646千円

[ 01207) 緊急輸送道路の機能確保］

（第8款土木費第2項道路橋りょう費 3道路橋りょう新設改良費）など

災害時に人員や物資などの交通（輪送）が確保されるよう、緊急輸送に資

する県管理道路の計画的な修繕や整備を進めます。

（施策名： 013）治山・治水・海岸保全の推進）

1 河川事業

5, 278, 238千円

[ (113011 洪水対策の推進｝

（第8款土木費第3項河川海岸費 2河川改良費）など

河川改修等の治水対策や大型水門、ダム等の耐震対策のほか、定期点検結

果に基づく適切な予防保全対策を進めます。また、避難に資するソフト対策

として、危機管理型水位計の設置、洪水浸水想定区域図の作成や水位・雨量

情報システムの更新を進めます。

2 河川堆積土砂対策事業

685, 849千円

[(11301) 洪水対策の推進］

（第8款土木費第3項河川海岸費 2河川改良費）など

堆積土砂の撤去および河川内の雑木の伐採を、関係市町と優先度を検討

しながら、実施します。
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3 砂防事業

3, 1 8 5, 3 7 7千円

[ 01302) 土砂災害対策の推進］

（第8款土木費第3項河川海岸費 3砂防費）など

砂防えん堤や擁壁等の土砂災害防止施設の整備を進めるとともに、土砂

災害により危害を受けるおそれのある区域を周知し、いち早く避難しても

らえるよう、土砂災害警戒区域の指定等を進めます。

4 海岸事業

2, 402, 914千円

[ (11303) 高潮・地震・津波対策の推進］

（第8款土木費第3項河川i海岸費 4海岸保全費）など

堤防等の高潮対策・耐震対策、海岸堤防強靭化対策を進めるとともに、

避難に資するソフト対策として、高潮浸水想定区域図の作成を進めます。

《政策名・環境を守る》

（施策名： (154）大気・水策境の保全）

防災砂防課

港湾・海岸課

1 流域下水道（建設）事業 ｜下水道課

5, 1 3 4, 1 2 9千円

[ (15403) 生活排水対策の推進］

（流域 F水道事業特別会計第1款流域下水道事業費

第1項流域下水道事業費 2流域下水道建設費）

公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、流域下水道の整備

を推進するとともに、施設の老朽化対策等を進めます。

《政策名：地域の活力の向上》

（施策名： (254）移住の促進）

1 移住促進のための空き家リノベーション支援事業 ｜住宅政策課

6, 0 0 0千円

[ (25402) 移住受入体制の整備］

（第8款土木費第6項住宅費 1住宅管理費）

県外からの移住を促進し、既存住宅の活用による良好な居住環境を創出

するため、市町が実施する空き家等を活用したリノベーション事業を支援

します。

《政策名：安心と活力を生み出す基盤》

（施策名： (351)道路網・港湾整備の推進）

1 直轄道路事業負担金

1 0, 9 1 7' 3 3 3千円

[ (35101) 高規格幹線道路および直轄国道の整備促進］

（第8款土木費第2項道路橋りょう費 3道路橋りょう新設改良費）

国が行う道路事業に対して負担金を支出することにより、県内の幹線道路

網の形成を促進します。
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12 道路改築事業

1 0, 1 9 7' 5 1 9千円

[ (35102) 県管理道路の整備推進］

（第8款土木費第2頃道路橋りょう費 3道路橋りょう新設改良費）など

地域高規格道路や幹線道路にアクセスする道路等の整備に取り組み、県民

生活の利便性、安全性の向上に寄与する道路ネットワークの構築を進めま

す。また、通学路などのさらなる安全確保に向け、歩行空間の整備等を進め

ます。

3 道路維持修繕事業

8, 1 3 2, 7 1 3千円

((35103) 適切な道路の維持管理］

（第8款土木費第1項土木管理費 1土木総務費）など

摩耗した区画線の引き直しなど住民ニーズの高い維持管理を適切に実施

するとともに、道路施設を安全で快適に利用できるよう修繕・更新等に取り

組みます。

4 港湾事業

363, 269千円

[(35104) 県管理港湾の機能充実］

（第8款土木費第4項港湾費 2港湾建設費）

港湾施設の点検・補修を実施するとともに、岸壁の更新・大規模修繕等の

老朽化対策を進めます。また、臨港道路橋梁の耐震対策を進めます。

（施策名： (353）安全で快適な住まいまちづくり）

1 都市計画策定事業

42, 943千円

( (35301) 安全で快適なまちづくりの推進］

（第8款土木費第5項都市計画費 1都市計画総務費）

人口減少・超高齢社会、地震・津波等大規模災害に対応したまちづくりに

向け、 「都市計画区域マスタープランj の策定を進めます。

2 街路事業

1, 1 9 7 ' 8 8 1千円

( (35301) 安全で快適なまちづくりの推進］

（第8款土木費第5項都市計画費 3街路事業費）

緊急輸送道路となっている街路の無電柱化や都市交通の円滑化に資する

施設の整備等を進めます。

3 公営住宅管理事業

596, 992千円

[ (35302) 安全で快適な住まいづくりの推進］

（第8款土木費第6項住宅費 1住宅管理費）

住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で県営住宅を提供するととも

に、県営住宅の点検および修繕を行うなど適切な維持管理を実施します。
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5 

建築基準法施行事業

1 1, 439千円

[ (35303) 適法な建築物の確保］

（第8款土木費第1項土木管理費 3建築指導費）

建築物の安全性確保に向け、不特定多数の者が利用する既存建築物の適

正な維持保全のための指導・助言を行うとともに、新築建築物等の完了検

査など建築基準法の遵守を促します。

みえの景観づくり推進事業

5, 0 9 8千円

[ (35304) 参画と協働による景観まちづくりの推進］

（第8款土木費第5項都市計画費 1都市計画総務費）

「三重県景観計画J等に基づき、良好な景観づくりに向けた市町の取組

への支援や周辺景観と調和した建築物等への誘導を行うとともに、三重県

屋外広告物条例に基づき、適正な屋外広告物の設置に向けた規制や安全対

策の充実等に取り組みます。

《行政運営の取組》

（行政運営7：公共事業推進の支援）

1 （新）建設業理解促進事業

2 

3 

4 

1 , 0 0 0千円

＜事業実施期間：平成30年度＞

[ (40701) 公共事業の適正な執行・管理］

（第8款土木費第1項土木管理費 1土木総務費）

普通科等の高校生やその保護者、教員を対象とした出前授業や現場見学

会、インターンシップを実施します。

建設業人材定着事業

6, 1 8 7千円

[ (40701) 公共事業の適正な執行・管理］

（第8款土木費第1頃土木管理費 l土木総務費）

建設業へ入職した若年者等を対象に、建設現場で活用できる資格の取得

や技能講習の受講を支援します。

公共事業評価制度事業

9 8 1千円

[ (4070 !) 公共事業の適正な執行・管理］

（第8款土木費第1項土木管理費 1土木総務費）

三重県公共事業評価審査委員会を開催し、公共事業の再評価・事後評価を

行います。

公共事業支援統合情報システム事業

41, 743千円

[ (4070 !) 公共事業の適正な執行・管理］

（第8款土木費第1項土木管理費 1土木総務費）

公共事業情報統合データベースについて、システムの改修・移行を実施

します。
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指定官理者の~新について

1 指定管理者を更新する施設

次に掲げる施設については、指定管理者制度を導入し、民間事業者がその管理運営

を行っていますが、平成31年3月31日をもって、 5年間の指定期間が満了します。

そこで、引き続き指定管理者制度を活用して施設の管理を行うため、更新にかかる手

続を行います。

0三重県流域下水道施設

0三重県営住宅く北勢ブロック＞

0三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅＜中勢固伊賀ブロック＞

O三葉県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅＜南勢ブロック＞

0三重県営住宅＜東紀州ブロック＞

2 指定管理者制度の活用にあたっての基本的事項

( 1 ）指定管理者制度活用の目的（期待する効果）

民間が持つ知恵や量豊富な知識などを効果的に活用することにより、各施設の効用

を最大限に発揮し、もって、県民サービスの向上及び経費の節減を図るとともに、

県がめさ、す施策の実現に寄与するため、指定管理者制度を活用します。

(2）指定管理者が行う業務の範囲

指定管理者が行う業務の具体的な内容は、次のとおりです。

なお、指定管理者が業務の遂行にあたり、県民に提供していただくサ ビスの水

準を確保するため、個々の業務区分ごとに具体的な「嬰求水準Jを定めるとともに、

業務の質の向上を図るため、「成果目標」を定めることを予定しています。

－施設の運営に関する業務

－施設の維持管理に関する業務

胸施設の利用許可等に関する業務

(3）各施設個別の基本的事項

別紙「各施設個別の基本的事項」のとおり

(4〕利用料金制採用の考え方

「三重県流域下水道施設」における市町の負担金は、当該市町の意見をきいたう

えで県議会の議決を経て定めることとされ、「三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸

住宅」の家賃等も事業主体である県自らが収受すべきものとされていることから、

指定管理者において料金を定めることはできません。

17 



( 5）指定の期間（予定）

指定の期間は、指定管理者制度に関する取扱要綱第4条に規定する指定管理期間

の標準に基づき、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間（前回募

集時と同様）を予定しています。

3 指定管理者の募集及び選定に関する事項

( 1 ）募集の方法

0三重県流域下水道施設

三重県流域下水道施設は、県民生活の重要なライフラインとして、県内のすべて

の処理施設の運転管理と設備等の維持管理業務を統括的に行い、適正に汚水を処理

する運営が求められます。この役割を果たすことができるのは、昭和63年以来、適

正に施設を運営してきた公益財団法人三重県下水道公社以外にはないと考えられ

ることから、同公社を指名し、公募によらず指定管理候補者を選定することとしま

す。

0三重県営住宅＜北勢ブロック＞

0三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅＜中勢 a 伊賀ブロック＞

O三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅＜南勢ブロック＞

0三重県営住宅＜東紀州ブロック＞

広く民酪のノウハウを活用し、より 層の効果的－効率的な管理運営を図るため、

公募により指定管理候補者を選定する予定です。

その際、県内産業の振興や雇用の確保の観点から「三重県内に本店、支店文は事

務所等を有する法人等であること」とする地域要件を設けることとします。

(2）選定委員会の構成と委員選定の視点

指定管理候補者の選定にあたり、その選定過程や手続の透明性・公平性を高めて

いくため、県職員以外の有識者等で構成する下水道施設と県営住宅関係の2つの「指

定管理者選定委員会」を設置します。

選定委員会は、学識、経験、男女比などを考慮のうえ、経営に関する専門的な見識

を有する者、公共土木施設置建築物に関する有識者、施設利用代表者”地域住民代表

者（公募により選定｝などによる計5名の委員で構成することを予定しています。

( 3）審査の方法及び審査基準等の考え方

選定委員会では、事業者から提出された事業計画書等についてヒアリングを実施

したうえで、次の選定基準等に基づ、き総合的な審査を行います。

県は選定委員会の審査結果をふまえ、最適と認められる者を指定管理候補者とし

て選定します。
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〔選定基準〕

①事業計画の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

②事業計画の内容が、各施設の適切な維持管理を図ることができるものであるこ

と。

③事業計画の内容が、各施設の効用を最大限発揮できるものであり、県民サ ビ

スの向上を図ることができるものであること。

④事業計画の内容が、各施設の管理にかかる経費を節減し、管理の効率化を図る

ものであること。

⑤指定を受けようとするものが、事業計画に沿った管理を安定して行うために必

要な人員及び財政的基礎を有していること。

なお、詳細な審査基準、配点については、選定委員会で決定します。

4 今後の日程に隠する事項（予定）

平成30年 6月～ 選定委員会の開催（審査基準、配点表等を決定）

7月 募集開始

9月 平成30年9月定例月会議に指定管理候補者の選定状況を報告

10月 選定委員会による審査

11月 指定管理候補者の決定

平成30年 11月定例月会議に指定管理者指定議案を提出

平成31年 1月 指定管理者の指定

2月 指定管理者と協定を締結

4月 指定管理者による施設管理を開始
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別紙「各施設個別の基本的事項J

施設の
＝重県流域下水道施設

名称

施 設 所在 北部浄化センヲ

の概 地 二重郡川越町大字亀崎新居 80番地の 2

要 南部浄化センヲー

四日市市楠町北五昧塚 1085番地の 18

志登茂川i浄化センヲー

津市白塚町 1592番地

雲出川左岸浄化センタ

津市雲出鋼管町52番池の 5

松阪浄化セン告ー

松阪市高須町 3922番地

宮川浄化セン亨ー

伊勢市大湊町 1126番地

構造 北部浄化セン合一

規模 処理能力 147, 990m＇／日
等 南部浄化センヲー

処理能力 64, 600m＇／日

志登茂川浄化センヲー

処理能力 1 1, 3 3 3 m＇／白

雲出川左岸浄化センタ

処理能力 40, 220m＇／日

松阪浄化セン)I-

処理能力 3 8, 9 5 0 m＇／日

宮川浄化センター

処理能力 26, 800m＇／呂

施設の設置 公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共

巨的 用水域の水質保全に資する。

（役割〕

施設運営の 流域下水道の効率的な運営を図り、県民の

基本的な方 健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の

向性（運営 水質保全に資する。

方針）

成果目標 目標放流水質（最大値〕

北部浄化センター

BOD 1 4mg／且 COD 1 8 mg／自

SS 2 Ong/8 T見 12mg／且

T-P 1 3mg/JJ 

汚泥の含水率

北部浄化センヲー 76.0目以下

（他5処理場も同項目の目標値を設定してい

ます）

指定管理者 31, 355, 144千円

に支払う施 ~ 3 1年度 6,015,801千円

設管理経費 32年度 6, 086, 772千円

の上限額 33年度 6, 246, 846千円

34年度 6, 330, 263千円

35年度 6, 675, 462千円
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施設の ＝重県営住宅
士重県営住宅及び

＝重県特定公共賃貸住宅
名称 ＜北勢ブロック＞

＜中勢・伊賀ブ口ック＞

施設 所在 桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、 津市、伊賀市、名張市（2 1団地）

の概 I也 川越町、菰野町（ 1 5団地）

要

構造 管理戸数 1 . 2 8 1戸 管理戸数 2, 0 3 7戸
規模 うち、県営住宅 1, 281? うち、県営住宅 2, 0 3 3戸
等

RC 4 4 9 F' SRC 1 3 4戸

PC 792戸 RC 6 2 1戸
CB 40戸 PC 1 . 2 5 6戸

CB 26戸

施設の設置 住宅に困窮する低額所得者に対し 住宅に困窮する低額所得者（特定公

目的 て県営住宅を供給し、これを低廉な家 共賃貸住宅にあっては中堅所得者）に

（役割） 賃で賃貸することにより、県民生活の 対して県営住宅等を供給し、これを低

安定と社会福祉の増進に寄与する。 廉な家賃で賃貸することにより、県民

生活の安定と社会福祉の増進に寄与

する。

施設運営の 県営住宅が公の施設として公共性 県営住宅等が公の施設として公共

基本的な方 を有することを十分に理解し、その趣 性を有することを十分に理解し、その

向性（運営 旨を尊重しながら、自らの創意工夫を 趣旨を尊重しながら、自らの創意工夫

方針） 活かし、県営住宅の設置自的に従って を活かし、県営住宅等の設置自的に従

施設の効用を最大限に発揮させ、県が って施設の効用を最大限に発揮させ、

めざす施策の実現に寄与する。 県がめざす施策の実現に寄与する。

入居者に対するサ ピスの向上及 入居者に対するサービスの向上及

び経費の縮減を図り、もって県民福祉 び経費の縮減を図り、もって県民福祉

の一層の増進を図る。 の一層の増進を図る。

成果目標 建物の点検管理 建物の点検管理

（毎月 2回以上の点検） （毎月 2回以上の点検）

迅速かつ誠実な対応 迅速かつ誠実な対応

( 1時間以内の対応） ( 1時間以内の対応）

指定管理者 1, 070, 525干円 人 350, 20 0千円

に支払う施 3 1年度 218,092千円 3 1年度 2 8 4, 1 4 3千円

設管理経費 32年度 21 6, 006千円 3 2年度 263, 291千円

の上限額 3 3年度 211,450千円 33年度 276, 092千円

34年度 213, 004千円 34年度 269, 858千円

~ 3 5年度 211, 973千円 、35年度 256, 816千円
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施設の
＝重県営住宅及び

三重県営住宅

名称
土嚢県特定公共賃貸住宅

＜東紀州ブロック＞
＜南勢ブロック＞

施設 所在 松阪市、伊勢市、鳥羽市（ 16団地） 尾鷲市、熊野市、御浜町（8団地）

の概 地

要 構造 管理戸数 6 1 1戸 管理戸数 1 3 0戸

規模 うち、県営住宅 608戸 うち、県営住宅 130p 

等

RC 1 3 4戸 RC 36戸

PC 439戸 PC 80p 

CB 38p CB 1 4戸

施設の設置 住宅に困窮する低額所得者（特定公 住宅に困窮する低額所得者に対し

目的 共賃貸住宅にあっては中堅所得者）に て県営住宅を供給し、これを低廉な家

（役割） 対して県営住宅等を供給し、これを低 賃で賃貸することにより、県民生活の

廉な家賃で賃貸することにより、県民 安定と社会福祉の増進に寄与する。

生活の安定と社会福祉の増進に寄与

する。

施設運営の 県営住宅等が公の施設として公共 県営住宅が公の施設として公共性

基本的な方 性を有することを十分に理解し、その を有することを十分に理解し、その趣

向性（運営 趣旨を尊重しながら、自らの創意工夫 旨を尊重しながら、自らの創意工夫を

方針） を活かし、県営住宅等の設置呂的に従 活かし、県営住宅の設置目的に従って

って施設の効用を最大限に発揮させ、 施設の効用を最大限に発揮させ、県が

県がめざす施策の実現に寄与するロ めざす施策の実現に寄与する。

入居者に対するサービスの向上及 入居者に対するサービスの向上及

び経費の縮減を図り、もって県民福祉 び経費の縮減を図り、もって県民福祉

の一層の増進を図る。 の一層の増進を図る。

成果目標 建物の点検管理 建物の点検管理

（毎月 2回以上の点検） （毎月 2回以上の点検）

迅速かつ誠実な対応 迅速かつ誠実な対応

( 1時間以内の対応） ( 1時間以内の対応）

指定管理者 469, 701千円 136, 179千円

に支払う施 戸 3 1年度 95, 03.9千円 ~ 3 1年度 25, 828千円

設管理経費 32年度 9 2, 5 1 3千円 3 2年度 3 3, 41 2千円

の上限額 3 3年度 93, 833千円 33年度 25, 492千円

34年度 88, 873千円 34年度 25, 955千円

、3 5年度 99, 443千円 3 5年度 25, 492千円
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【議案第2号、第4号、第81号、第91号、第92号】
平成：29年度三重県一般会計・特別会計補正予算について

（会計5l1J縦呑劃

区 分 補正前の額

月
一
鞠

千
一
利

位
一
伽

件
二
比一

補
一
額一正一補

般会計 ｜ 侃971,1C41 ム2~ 682. 709 I 86, 28任395

: 空不幸一一一一一 一一一l一一一一専制－~~oI一一ータ型月竺弘一一一＿＿7~，町一0,8甲
災害復旧費 I 12, 164, 9741 112, 5251 12, 2刀， 499

特別会計 I 15, 52色8991 ム660,433 I 14, 866, 46 6 

港湾整備事業特別会計 I 169, 753 I ム~· 477 I 167, 276 

流域「下水道事業特別会計 ｜ 1包357,1461 ム657,956 I 14, 699, 190 

合 計 I 1 o4, 498, 003 I ム3，均四I 101, 1 s4, s61 

（事業別縦舌表） （単位岨千円）

区 分 補正前の額 補正額 補正後の予算額

般会計 30 286 693 ム1354 129 28 932 564 

国補公穴事業 下水道特会 5 729 851 16 812 5 746 663 

J口'- 計 36 016 544 ム1337 317 34 679. 227 

直轄事業 一般会計 16 503 989 ム889,3C6 15 614. 683 

般会計 13 654 344 64 241 13 718 585 

県単公共事業 下水道特会 154. 955 ム92 154. 863 

l口込 計 13 8C9 299 64 149 13, 873, 448 

災害復旧事業 一般会計 12 164 974 112 525 12 277 499 

般会計 16, 361, 1 C4 ム616040 15 745 064 

港湾特会 169 753 62 477 167 276 
その他事業

下水道特会 ム674.676 9 472 340 8 797 664 

J口'- 言十 26, 0:3 197 ム1293 193 24, 710, 004 

一般会計 88 971, 104 62 682 7C9 86, 288, 395 

港湾特会 169 753 ム2477 167, 276 
i日'- 計

下水道特会 ム657956 15, 357, 146 14 699 190 

メ口弘、 計 104. 498 CJ3 ム3,343, 142 101, 154, 861 

「補正前¢豊島 l二rt_議案第1号三重県一般会計補正予算（第B号）債務によるものを含んでいます。
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［国補公共事業3 ム1, 337, 317千円

1 2月補正までに予算計上した事業の精査等による補正

0 一般会計 ム129, 132千円

（主なもの）

海岸事業

国補海岸災害関車事業費 ム52, 9 6 5千円

法·~·事業

圏構港湾災害関連事業費 ム50, 7 2 6千円

0 流域下水道事業特別会計 1 6, 8 1 2千円

（主なもの）

国補北勢沿岸.jj'[t:!或下水道（北部）建設費 6 6, 7 7 1千円

国補中勢沿岸流域下水道（志登茂）11)建設費 3 2, 1 1 2千円

国檎北勢沿岸流域下水道（淳首日）建設費 ム81, 742千円

国の補正予算の内示の確定に伴う補正

0 般会計

（主なもの）

道路事業

国補道路改築費

河川事業

河J11整備交付金事業費

【画審事業】 ム889, 306千円

ム1, 2 2 4, 9 9 7千円

ム1' 1 9 5, 9 9 7千円

ム1' 1 4 5, 0 0 0千円

ム21, 0 0 0千円

1 2月補正までに予算計上した事業費の精査等による補正

0 一般会計 187, 158千円

（主なもの）

顧客道路事業負担金

直轄公園事業負担金

24 

2 0 9, 3 3 0千円
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国の補正予算の内示の確定に伴う補正

0 一般会計 ム1, 0 7 6, 4 6 4千円

（主なもの）

直車お董路事業負怪金 ム1, 0 0 2, 6 6 6千円

画書i巷；寄事業負担金 65 o, 00 0千円

【県単公共事業3 6 4, 149千円

雪氷対策など緊急成す応経費や台風被害を踏まえた治水対策経費等についての補正

O 一般会計 6 4, 2 4 1千円

（主なもの）

県単指針宇事業 3 9, 2 5 2千円

公共土木施謝酎宇首里費

県単建設事業

県単河J11局志間E良費

~害復i日事業3 1 1 2, 5 2 5千円

国からの配分寝の確定等による補正

0 一般会計

（主なもの）

平成29年発生災害輯害事業負担金

3 8, 0 9 0千円

2 4, 9 8 9千円

2 8, 00 0千円

1 1 2, 5 2 5千円

137, 409千円

【その他事期 ム1, 293, 193千円

受取ミ共事業、流域下水道官軍費等の精算こ伴う補正

0一般会計 6616, 040千円

（うち2月補正（人勧分）にかかるもの 4 6, 2 2 0千円）

（主なもの）

受託公共事業

河川劃結交付金事業費

非公共事業

管l！費

待ったなし！『暗雲化プロジェクト

建築物市擢対策促進事業費

25 

ム360, 674千円

ム26 8, 1 6 5千円

6255, 366千円

ム25 5, 1 8 7千円

ム18, 3 0 9千円

611, 895千円



ト

0 流域下水道事業特別会計 ム67 4, 6 7 6千円

（うち2月補正（人勧分）にかかるもの 104千円）

（主なもの）

1鴎沿岸流域下水道（北部）管理費

中勢沿岸澗或下水道（松阪）宙望費

（繰越明言午費覧表）

科 自 補正前の額
今i回追加岨変
更を行う額

一般会計 13 584 071 19 370 088 

土木費 8 227 243 16 462 268 

土木管理費 2 841 354 

道路橋りょう費 4 383 950 7 442 964 

河川海岸費 3 205 640 4, 851, 172 

港湾費 399 810 576 818 

都市計画費 237 843 749 960 

災害復旧費 5 356, 828 2 907 820 

土木施都i害復旧費 5 356 828 2 987 820 

流域下y随事期寺別会計 5:J 200 2, 993, 562 

流域下水道事業費 50 2[J 2 993 562 

県 土整備部計 13 624 271 22 363 650 

ム211, 104千円

ム141, 465千円

（単位：千円）

補正後の額 ｛蒲 考

32, 954, 159 

24 689 511 

2, 841, 354 公共土木施設紺寺
宙望費ほか2事業

11 826 914 
道路整備交付金事
業費ほか9事業

8, C56, 812 砂防整備交付金事
業費ほか14事業

976 628 
海岸侵食対策（港
湾）費ほか4事業

987 803 
街路整備交付金事
業費ほか10事業

8 264, 648 

平成29年災害土
8 264 648 木曜掛復旧費

ほか3事業

3, 043, 762 

国補宮川｜澗或下水
3 043 762 道（劃｜｜）建設費

ほか10事業

35 997 921 

「補正前¢室町にIt,議案第1号三事阜一般会計補E予算悌8号〕洗識によるものを含んでいます。
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［議案第 52号］三重県塵外忠告物条例の一部を改正する条例案について

1 改正理由

屋外広告物法の 部改正等に鑑み、禁止地域の追加等の規定を整備するものです。

2 改E内容

( 1 ）禁止地域の追加

屋外広告物法の改正により、屋外広告物を表示してはならない禁止地域に回国住

居地域が追加されたことから、規定を整備します。

( 2）禁止地域における公共案内図板等への広告掲出に係る規制の弾力化

広告料収入を活用した広告付き公共案内図板等の設置を促進するため、国が定め

る条例ガイドラインが改正されました。これにより、園、地方公共団体の案内図板

等に掲出する広告で、その収入を案内図板等の設置、管理の費用に充てるものは、

知事の許可を受けて禁止地域に表示することができる旨の規定を整備します。

( 3）屋外広告物の安全対策の充実

屋外広告物の安全対策を一層充実するため、国が定める条例ガイドラインが改正

されたことから、屋外広告物の点検の義務及び結果報告、並びに屋外広告土等の有

資格者による点検等についての規定を整備します。

( 4）屋外広告物講習会手数料の改定

屋外広告物講習会手数料の額を、受益者負担の適正化の観点から、現行3科目（法

令、表示、施工） 2千円から 1科目あたり 2千円に改定します。

3 条例の施行期日

( 1 ）、（ 2）、（4）平成30年4月1日

( 3）平成30年 10月1日

［参考】屋外広告物の安全対策の充実

点検義務等の対象となる屋外広告物の一覧

屋外広告物の種類

① 高さ 4m超

② 許可要
表示面積1所以上

高さ 4冊以下

③ 表示面積 1m＇未満

④ 
許可不要（自家用広告物で表示面積 10m＇以下

のもの、公共広告物など）

「OJは従前から対象としているもの

「9Jは今回の改正により新たに対象となるもの
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一「

4 且 A 第 4 3 2 第 101 ~ 91 2 雪 2一望。
i::: ，， ， ， ，口第十（第とけ又 八（条をつ物てに 1ハ（ー ーなはニ（
対観に五条許（五きるは知〈条広（の受い件、表公 8 条適 ~S 知物住闘住地章 ら、条禁 重
すをお項 可略項は景掲事略の告路規けてのそ示益 用略十事群 居域の都な広 止 県
る形い若知の）の、観出は）三物）定ては設のす上（（除）五が保居専、規市い告次地 屋
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［議案 54号］三重県宅地開発事業の基準！こ関する条例の一部を

改正する条例案について

1 改正理由

宅地開発工事の完了公告までに建築物を建築するための京認申請（建築承

認申請）については、申請を審査するために人件費を要するため、受益者負

担の適正化の観点から手数料を新設します。このため、建築承認申請手数料

についての規定を整備するものです。

2 改正内容

建築承認申請手数料を新設します。手数料の額は以下のとおりですo

E 建築承認申請手数料 5, 000円

※本手数料は、審査業務に係る所嬰時間に、三重県職員の平均給与単価を乗

じて算定しています。

3 条例の施行期日

平成 30年4月1El 

［参考】新旧対照表

現 行 改 正 案

（手数料） （手数料）

第十五条 第六条第一項五度第九条第一 第十五条 第六条第一項若しくは第九条

項の規定により、確認を受けようとする 第一項の規定による確認文は第十二条

者は、当該確認を受けようとする際別表 の二ただし書に規定する承認を受けよ

第二に定めるところにより手数料を納 うとする者は、当該確認文は承認を受け

付しなければならない。 ょうとする際別表第二に定めるところ

により手数料を納付しなければならな

し、。

別表第二（第十五条関係）手数料 ll!J表第二（第十五条関係）手数料

（路） （硲〕 （略） （略〕

ι 第十二条のこただ五千円

し蓄に規定する建

｜鑑承認申請
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［議葉第 99号］ ＝－重県手数料条例の一部を改正する条例案について

1 砂利採取計画認可申請及び変更認可申請手数料の改定

( 1）改正理由

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正により、砂利採取計画認可申請手

数料及び砂利採取計画変更認可申請手数料が改定されました。これに伴い、砂利採取

計画認可申請及び変更認可申請手数料についての規定を整備するものです。

( 2）改正内容

砂利採取計箇認可申請及び変更認可申請手数料の額を以下のとおり改定します0

．砂利採取計画認可申請手数料

（現行） 37, 700円 ＝今（改定案） 33, 900円

．砂利採取計画変更認可申請手数料

（現行） 17, 000円 ＝今（改定案） 15, 000 F9 

※本手数料は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に示された額に準じてい

ます。

( 3）条例の施行期日

平成 30年4月1臼 （政令と向日施行予定）

2 建築等承認申請手数料及び都市計画法の規定に適合していることを証する書面の

交付申請手数料の新設

( 1 ）改正理由

宅地開発工事の完了公告までに建築物の建築等を行うための承認申請（建築等承認

申請）及び都市計画法の規定に適合していることを証する書留の交付申請については、

申請を審査するために人件費を要するため、受益者負担の適正化の観点、から手数料を

新設しますロこのため、手数料についての規定を整備するものです。

( 2）改正内容

建築等承認申語手数料及び都市計商法の規定に適合していることを証する書面の

交付申請手数料を新設します。手数料の額は以下のとおりです。

’建築等承認申請手数料 5, 000円

－都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付申請手数料 4, 000円

※本手数料は、審査業務に係る所要時間に、三重県職員の平均給与単価を乗じて算

定しています。

( 3）条例の施行期日

平成 30年4月1臼
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3 田園住居地域の創設に係る改正

( 1 ）改正理由

建築基準法が改正され、建築物の用途を制限する用途地域に田園住居地域が追加さ

れました。これにより、回国住居地域で定められた用途以外の建築物を建築する場合

の特例許可に係る申請手数料について、規定を整備するものです。

( 2 ）改正内容

田園住居地域における特例許可の申請手数料を、他の用途地域における手数料と同

額で追加します。手数料の額は以下のとおりです。

－用途地域における建築等許可申請手数料 180, 000円

※本手数料は、審査業務等に係る所要時間に、三重県職員の平均給与単価を乗じて算

定しています。

( 3 ）条例の施行期日

平成30年4月1日（法律と同日施行予定）

4 確認、済証又は検査済証に慢する台帳の記載事項の証明に係る手数料の新設

( 1 ）改正理由

宅地建物取引業法が改正され、宅地建物取引土が行う重要事項説明に、建築基準法

に基づく確認済証又は検査済証の有無等を説明することが追加されました。これに伴

い、確認済証又は検査済証が保存されていない場合は、台帳に記載されている旨を証

明する書類を申請に応じて発行することとなります。これにより、台帳記載事項を証

明する際の手数料についての規定を整備するものです。

( 2 ）改正内容

確認済証又は検査済証に関する台帳の記載事項を証明することに伴い、台帳記載事

項証明手数料を新設します。手数料の額は以下のとおりです。

－台帳記載事項証明手数料 400円

※本手数料は、証明書発行業務に係る所要時間に、三重県職員の平均給与単価を乗じ

て算定しています。

( 3 ）条例の施行期日

平成30年4月1日（法律と同日施行予定）

5 二級建築士又は木造建築士試験手数料の改定

( 1 ）改正理由

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正により、二級建築士又は木造建築

士の試験手数料が改定されました。これに伴い、三級建築土又は木造建築士試験手数

半ヰについての規定を整備するものです。
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( 2）改正内容

二級建築士文は木造建築士試験手数料の額を以下のとおり改定します。

（現行） 16, 900円 ＝今（改定案） 17, 700円
※本手数料は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に示された額に準じていま

す。

( 3 ）条例の施行期日

平成 30年4月1日（政令と同己施行予定）
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［議案第 67号、第 68号、第 69号、第 70号］

流域下水道維持管理に要する費用の市町負担の改定について

1 議案の概要

流域下水道の維持管理に要する経費に充てるため、下水道法第31条の2第 1項の

規定により、平成30年度からの関係市町の維持管理負担金単価を改定するものです。

議案番号 第 67号 第 68号

流域名 北勢沿岸流域下水道

処理区名 北部処理区

供年用月開日始 昭和田年
1月1日

四日市市

桑名市

いなベ市

東員町
関係市町 菰野町

朝日町

川越町

3市4町

改定単価 52円／m3
※税抜単価

現行単価 58円／m3
r -－－』』 M』占占占 4 』』

：税抜単価 54円／m'

2 維持管理負担金単価の考え方

( 1 ）単価設定期間

平成30年度から 3年間です。

南部処理区

平成8年
1月 1臼

四日市市

鈴鹿市

亀山市

3市

66円／m3

72円／ms

67円／m'

( 2）維持管理負担金単価の算定方法

第 69号 第 70号

中勢沿岸流域下水道

雲出川左岸
松阪処理区処理区

平成5年 平成 10年
4月1日 4月 1日

津市 津市

松阪市

多気町

1市 2市1町

82円／m3 91円／m3

89円／m3 89円／m'

82円／m3 82円／m3

平成 30年度から 3年聞における各下水処理施設の維持管理に要する費用（施設

運転監視費、電力費、薬品費、汚泥処分費、定期点検費、修繕費等）と建設時に借

り入れた起債のうち同期間内に償還すべき額を合計したものを、市町から提示され

た同期間の計画水量で除することにより算定しています。

41 



( 3 ）市町への意見照会並びに市町負担金の算定方法

算定した負担金単価については、下水道法第 31条の2第2項の規定に基づき、

関係市町へ意見照会を行い、平成 29年 11月に同意を得ています。

なお、各年度の市町負担金は、負担金単価に実流入水量を乗じて算定した額に、

消費税及び地方消費税に相当する額を加算して徴収します。

3 スケジュー）（，

z 平成 29年4月～ 負担金単価の算定

且平成 29年 11月 関係市町へ意見照会

－平成 30年2月 三重県議会定例会2月定例月会議へ議案を提出

・平成 30年4月～ 負担金単価改定

42 
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第1号様式（条例第5条関係）

補助事業者等の氏番号 補助金等の名称
名及び住所

連続立体交差事 近畿日本鉄道株
業負担金 式会社

大阪府大阪市天
王寺区上本町B了
呂1-55

土地区画整理事 鈴鹿市白江土地
業補助金 区霞整理組合

鈴鹿市南江島町
19 26 

2 

同和地区公共下 津市
水道事業補助金 津市殿村5

3 

民付予定額
（予定持期）

600,024 

(H30.4) 

29,686 
(H30.4) 

17,400 
(H30.9) 

予算に関する補助金等に係る資料

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

近鉄川原町駅付近連続立 （目的・1浬由）
体交差事業による鉄道施 連続立体交差事業によ
設高架化等に要する経費 る鉄道施設高架化で複
の一部を負担する。 数の踏切除去を行うこと

により、交通円滑化と踏
切事故の解消を図る。
（根拠）
「都市における道路と鉄
道との遥続立体交差化
に関する要綱J及び「同
細目要綱jに基づく近鉄
との協定書

都市計画事業として土地 （目的・1理由）
区画整理組合等が施行す 秩序ある都市づくりのた
る土地区画整理事業に要 めに、都市基盤整備を促
する経費を補助する。 進し、健全かつ機能的な

市街化形成を図る。
（根拠）
県土整備部関係補助金
等交付要綱

対象区域において、平成9 （目的・理由）
年度から13年度までの5年 同和地区における公共
聞に実施した公共下水道 下水道の緊急かつ計画
事業及び特定環境保全公 的な整備を促進すること
共下水道事業で、国の財 により、生活環境の改善
政上の特別措置が講じら を図り、併せて公共用水
れない管渠の建設に要す 域の水質保全に容与す
る経費について、地方債 る。
の元手lj償還額の一部を檎 （根拠）
劫する。 県土整備部関係補助金
（平成13年度までの制度 等交付要綱
で、新規採択終了）

県土整備部 1

（部局名県土整備部）（単位千円）
支出科目公益性の判断及び理由 諜（室）名

款 項 目 事業名
①公共財 都市政策 土木 都市 街路 街路整備交
健全かつ機能的な都市形 i果 費 計画 事業 付金事業費
成を目的とした都市計箇 費 費
道路等の整備に係る経費
の負担であることから公益
性を有している。

①公共財 河上 向上 向上 土地 土地区画整
都市基盤の整備が不十分 区画 理交付金事
な地区における健全な市 整理 業費
街地整備に寄与しており、 費
公益性を有している。

ω公共公共財 下水道諜 向上 同上 下水 下水道事業
財である河川｜や海等 道事 諸費

の公共用水域の水質汚濁 業費
訪止を図るものであり、公
益性を有している。
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第1号様式（条例第5条関係）

番号 補助金等の名称 補助事業者等の氏
名及び住所

大規模建築物耐 鳥羽市
震改修事業費補 鳥羽市鳥羽3丁目
助金 1-1 

4 

避難路沿道建築 四日市市
物耐震対策支援 四日市市諏訪町
事業費補助金 1 5 

5 

予算に関する補助金等に係る資料

交付予定額
事業内容 交付の目的、根拠及び理由（予定時期）

14,538 大規模建築物の耐震改修 （盟約M理由）
(H30.4) 工事に要する費用に補助 大規模建築物の地震に

を行う市町に対し、園と県 対する安全性の向上を
で支援を行う。 図り、県民の生命、財産

を保護する。
（根拠）
県土整備部関係補助金
等交付要綱

13,121 避難路沿道建築物の耐震 （目的・理由）
(H30.4) 対策に要する費用に補助 避難路沿道建築物の地

を行う市町に対し、固と県 震に対する安全性の向
で支援を行う。 上を図り、県民の生命、

財産を保護する。
（根拠）
県土整備部関係補助金
等交付要綱

県土整備部 2

（部局名県土整備部）（単位千円）

公益性の判断及び理由 課（室）名 支出科目
款 項 目 事業名

⑤ナショナル（シビル）ミー 建築開発課 土木 土木 建築 建築基準法
マム 費 管理 指導 施行費
災害時に避難所として活 費 費
用される大規模建築物等
は、倒壊した場合、地域全
体の避難問救助活動の低
下が懸念されるほか、不
特定多数の利用者に甚大
な被害を及ぼす恐れがあ
る。
このため、県民の生命、財
産を保護するとともに、被
害拡大を防ぐ観点から、公
的関与により耐震化を促
進する必要がある。

⑤ナショナル（シビル）ミ 向上 向上 向上 向上 向上
マム
緊急輸送道路沿道の建築
物が倒壊した場合、当該
道路の通行を妨げ、避難
物資の流通、救助活動の
低下や多数の者の阿滑な
避難を困難にするなど、甚
大な被害を及ぼす恐れが
ある。
このため、県民の生命、財
産を保護するとともに、被
害拡大を防ぐ観点から、公
的関与により耐震化を促
進する必要がある。



中治

にn

第1号様式（条例第5条関係）

番号 補助金等の名称 補助事業者等の氏
名及び住所

木造住宅耐震補 津市
強等事業費補助 津市西丸の内23-
金

6 

木造住宅耐震補 四臼市市
強等事業費補助 四日市市諏訪町
金 1 5 

7 

交付予定額
（予定時懸）

22,000 
(H30.4) 

17,000 
(H30.4) 

予算に関する械助金等に係る資料

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

木造住宅の耐震補強工事 （目的町理由）
等に要する費用に補助を 住宅の地震に対する安
行う市町に対し、国と県で 全性の向上を図り、県民
支援を行う。 の生命、財産を保護す

る。
（根拠）
県土整備部関係補助金
等交付要綱

木造住宅の耐震補強工事 （目的.，理由）
等に要する費用！こ補助を 住宅の地震に対する安
行う市町に対し、固と県で 全性の向上を図り、県民
支援を行う。 の生命、財産を保護す

る。
（根拠）
県土整備部関係補助金
等交付要綱

県土整備部 3

（部局名県土整備部）（単位千円）

公益性の判断及び理由 課（室）名 支出科目
款 項 目 事業名

⑤ナショナル（シビル）ミー 住宅政策課 土木 住宅費 住宅 住まい安心支
マム 費 管理 援事業費

現てい行なのい耐木震造基住準宅をは満地た震し
費

による倒壊の危検性が高

く、害大を規及模ぼ災す害恐時れにが甚あ大るな
被 る
とともに、倒壊による道路
閉塞等により緊急車両等
の通行・活動に支障をきた
すなど、地域全体の被害
が拡大する恐れがある。
このため、県民の生命、財
産を保護するとともに、被
害拡大を防ぐ観点から、公
的関与により耐震化を促
進する必要がある。

~ナショナル（シピル）ミー 同よ 向上 向上 向上 問上
マム
現行の耐震基準を満たし
ていない木造住宅は地震
による倒壊の危険性が高
く、大規模災害時に甚大な
被害を及ぼす恐れがある
とともに、倒壊による道路
閉塞等により緊急車両等
の通行・活動に支障をきた
すなど、地域全体の被害
が拡大する恐れがある。
このため、県民の生命、財
産を保護するとともに、被
害拡大を防ぐ観点から、公
的関与により耐震化を促
進する必要があ色。



""" "' 

第1号様式（条例第5条関係）

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏
名及び住所

木造住宅耐震補 鈴鹿市
強等事業費補助 鈴鹿市神戸1γ自
金 18 18 

8 

交付予定額
（予定時期）

13,000 
(H30.4) 

予算に関する補助金等に係る資料

事業内容 交付の目的、根拠及び理由

木造住宅の耐震補強工事 （目的・理由）
等に要する費用に補助を 住宅の地震に対する安
行う市町に対し、国と県で 全性の向上を図り、県民
支援を行う。 の生命、財産を保護す

る。
（根拠）
県土整備部関係補助金
等交付要綱

県土整備部 4

（部局名県土整備部）（単位千円）

公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

款 1翼 目 事業名
（［ナショナル（シビル）ミー 住宅政策課 土木 住宅費 住宅 住まい安，r,，支
マム 費 管理 援事業費
現行の耐震基準を満たし 費
ていない木造住宅は地震
による倒壊の危険性が高
〈、大規模災害時に甚大な
被害を及ぼす恐れがある
とともに、倒壊による道路
閉塞等により緊急車両等

の通行匹活動に支障の被をき害た
すなど、地域全体
が拡大する恐れがある。
このため、県民の生命、財
震を保護するとともに、被
害拡大を防ぐ観点から、公
的関与により耐震化を促
進する必要がある。


